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４
月
1
日
㈬
よ
り
、
眼
科
診
療
日
が

毎
週
火
・
木
曜
日
か
ら
、
毎
週
火
・
水

曜
日
に
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
お
間
違

え
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

＊
受
付
時
間
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

か
な
ぎ
病
院
管
理
課

　

℡
（
53
）
３
１
１
１

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
に
基
づ
く

事
務
の
権
限
の
一
部
が
県
か
ら
移
譲
さ

れ
ま
し
た
。
４
月
１
日
か
ら
、
当
市
の

み
に
事
務
所
を
置
く
法
人
に
つ
い
て
は
、

設
立
認
証
、
定
款
変
更
、
事
業
報
告
書

の
受
理
と
閲
覧
等
の
申
請
・
届
出
先
が

県
か
ら
市
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
企
画
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

企
画
課　

内
２
１
５
３

▽
平
成
27
年
度
国
民
年
金
保
険
料
額

　

平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
々
１
万
５
５
９
０
円
（
３
４
０
円
増

額
）
と
な
り
ま
す
。

▽
学
生
納
付
特
例
制
度

　

20
歳
以
上
の
方
は
学
生
で
あ
っ
て
も

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
学
生
は
、
申
請
に
よ
り
承
認
さ

れ
る
と
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り

ま
す
（
本
人
の
所
得
制
限
有
）
。
申
請

を
行
わ
ず
、
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ

と
、
不
慮
の
事
故
や
病
気
に
よ
り
障
害

が
残
っ
た
と
き
に
、
障
害
基
礎
年
金
等

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
が
、
学
生

納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
て
い
る
人
で
、

翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の

人
に
は
、
は
が
き
形
式
の
申
請
書
が
日

　

市
で
は
母
子
家
庭
お
よ
び
父
子
家
庭

の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。
い
ず
れ
も
市
内
に
住
所

を
有
し
、
全
要
件
を
満
た
す
方
が
対
象

で
、
事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

▽
教
育
訓
練
給
付
金

　

就
職
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
高
い
教

育
訓
練
を
受
講
し
た
際
の
受
講
費
用
等

の
20
％
（
上
限
10
万
円
）
を
支
給
。

対
象
要
件

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
、

　

同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
方

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
申

請
を
す
る
場
合
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
中
旬
を
過
ぎ
て
も
は
が
き
が
届

か
な
い
場
合
は
、
市
役
所
、
各
総
合
支

所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

明
書
、
印
鑑
（
認
印
で
可
）
、
雇
用
保

険
離
職
票
等
（
会
社
等
を
退
職
し
学
生

と
な
ら
れ
た
方
）

＊
学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
基
礎
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
保
険
料
を
追
納
で
き
ま
す
が

３
年
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険
料
に
加

算
金
が
つ
き
ま
す
。

問　

国
保
年
金
課　

内
線
２
３
３
２　

・
雇
用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付

　

の
受
給
資
格
を
有
し
て
い
な
い
方

・
過
去
に
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
し

　

て
い
な
い
方

・
教
育
訓
練
が
適
職
に
就
く
た
め
必
要

　

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

対
象
講
座

　

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
の

指
定
教
育
訓
練
講
座
と
同
様
で
す
。

申
請
手
続　

市
か
ら
対
象
講
座
の
指
定

　

を
受
け
、
受
講
終
了
後
に
支
給
申
請
。

▽
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等

　

就
職
の
際
有
利
と
な
る
資
格
取
得
の

た
め
2
年
以
上
養
成
機
関
に
て
修
業
す

る
方
に
一
定
額
を
支
給
。

訓
練
促
進
給
付
金　

月
額
10
万
円（
住
民

　

税
課
税
世
帯
は
月
額
７
万
５
千
円
）

修
了
支
援
給
付
金

　

養
成
機
関
修
了
後
に
５
万
円
（
住
民

税
課
税
世
帯
は
２
万
５
千
円
）

対
象
要
件

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
、

　

同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
方

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が

　

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

・
過
去
に
訓
練
促
進
費
、
ま
た
は
同
様

　

の
趣
旨
で
支
給
さ
れ
る
給
付
金
を
受

　

給
し
て
い
な
い
方

・
養
成
機
関
に
在
籍
し
て
い
る
方

対
象
資
格　

看
護
師
、
准
看
護
師
、
介

　

護
福
祉
士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、

　

作
業
療
法
士
等

　

松
く
い
虫
被
害
は
、
線
虫
に
よ
り
松

が
枯
れ
、
ナ
ラ
枯
れ
被
害
は
、
ナ
ラ
菌

に
よ
り
、
ミ
ズ
ナ
ラ
・
カ
シ
ワ
等
の
木

が
枯
れ
る
伝
染
病
で
す
。
被
害
の
拡
大

を
防
ぐ
に
は
、
葉
が
変
色
し
た
段
階
で

取
り
除
く
こ
と
が
必
要
な
た
め
、
兆
候

を
み
か
け
た
時
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産

　

部
林
業
振
興
課

　

℡
０
１
７
３
（
72
）
６
６
１
３

支
給
期
間

　

修
業
中
の
全
期
間
（
上
限
２
年
）

申
請
手
続　

４
月
30
日
㈭
ま
で
の
申
請

　

で
４
月
分
よ
り
対
象
。
以
後
申
請
月

　

よ
り
対
象
。

問　

家
庭
福
祉
課　

内
線
２
４
３
９

注 意
か
な
ぎ
病
院

眼
科
診
療
日
変
更

制度案内
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

に
係
る
事
務
の
権
限
移
譲

制度案内
国
保
年
金
課

か
ら
の
お
知
ら
せ

制度案内
五
所
川
原
市
母
子
家
庭
等

自
立
支
援
給
付
金
事
業

注 意
松
く
い
虫
被
害

ナ
ラ
枯
れ
被
害
の
拡
大
防
止

屋根・外壁の塗り替え

お電話は今すぐ、こちらから
あなたのリフォーム全力でサポートします

屋根、外壁リフォーム専門店
アートリフォーム青森

全面改装リフォーム
中 古 住 宅 改 装
減 築 、 増 築

担当 前田まで『増改築相談員のいるお店』
アートリフォーム㈱

現 地 確 認
見積り無料
五所川原市住宅リフォーム助成事業工事受付中

－あなた自身の中にある「答え」を探し「自立・自律」のサポ－トを致します－

代表： 瀨川 瑞之（せがわ みずゆき）
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☆独立・開業も可能なレイキ ヒ－リング 及び ヒプノセラピスト 資格認定　 
　講座も開講しております。
☆HP 上の「TOPICS」では、ヒ－リング・セラピ－情報も逐次掲載しております。 


